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○ 県営住宅等の家賃等の収納事務委託及び行政財産使用料徴収事務委託に関する告示（住

宅課） 

○ 埼玉県立春日部高等学校ほか 32 校で使用する電気に関する落札者等の公示（教委・財

務課） 

○ 埼玉県立川越高等学校ほか 35 校で使用する電気に関する落札者等の公示（教委・財務

課） 



 

平成 29年(2017年)6月 6日 

 

○ 埼玉県立浦和高等学校ほか 34 校で使用する電気に関する落札者等の公示（教委・財務

課） 

○ 埼玉県立熊谷高等学校ほか 32 校で使用する電気に関する落札者等の公示（教委・財務

課） 

○ 埼玉県立特別支援学校塙保己一学園ほか 33 校で使用する電気に関する落札者等の公示

（教委・財務課） 

○ 埼玉県立総合教育センターほか 12 施設で使用する電気に関する落札者等の公示（教

委・財務課） 

○ 一般国道 125 号の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 埼玉県内水面漁場管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正

する告示（内水面漁場管理委員会） 

 

 



規  則 

 埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  平成29年６月６日 

                     埼玉県公安委員会委員長 木 村 健 司 

埼玉県公安委員会規則第７号 

   埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則 

 埼玉県公安委員会の権限に属する事務の委任に関する規則（平成４年埼玉県公安委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

３ 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号。以下「ス

トーカー規制法」という。）第17条第１項の規定に基づき、次に掲げる事務を本部長に委任

する。 

 (1)  ストーカー規制法第５条第１項の規定による命令 

 (2)  前号に掲げる命令をしようとする場合の聴聞 

 (3) ストーカー規制法第５条第３項の規定による命令 

 (4) 前号に掲げる命令に係るストーカー規制法第５条第３項に規定する意見の聴取 

 (5)  第１号及び第３号に掲げる命令に係るストーカー規制法第５条第６項又は第７項の規定

による通知 

 (6)  ストーカー規制法第５条第９項の規定による延長の処分 

 (7)  前号に掲げる延長の処分をしようとする場合の聴聞 

 (8)  第６号に掲げる延長の処分に係るストーカー規制法第５条第10項において読み替えて準

用する同条第６項又は第７項の規定による通知 

 (9)  ストーカー規制法第13条第２項の規定による報告徴収等 

 第３条に次の１項を加える。 

３ 公安委員会は、ストーカー規制法第17条第１項の規定に基づき、次に掲げる事務を警察署

長に委任する。 

 (1) ストーカー規制法第５条第３項の規定による命令 

 (2)  前号に掲げる命令に係るストーカー規制法第５条第６項又は第７項の規定による通知 



 (3)  ストーカー規制法第13条第２項の規定による報告徴収等（第１号に掲げる命令をするた

めに必要があると認めるときに行うものに限る。） 

   附 則 

 この規則は、平成29年６月14日から施行する。 

 



  

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県自治体情報セキュリティクラウド運用・保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム課システム基盤・セキュリティ担当 埼玉県さ

いたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成29年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタ

ワー 

５ 契約金額 

  114,863,702円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
埼
玉
県
か
ら
鶴
ヶ
島
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
（
仮
称
）
圏
央
鶴
ヶ
島
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
東
側
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
提
出
が
あ

っ
た
。 

 

な
お
、
関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
並
び
に
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及

び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
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田 

清 

司 
 

 
 

一 

関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村 

 
 

鶴
ヶ
島
市
、
川
越
市
、
狭
山
市
、
坂
戸
市
、
日
高
市 

二 

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

イ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

鶴
ヶ
島
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

 

川
越
市
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

狭
山
市
環
境
経
済
部
環
境
課 

 
 

 

坂
戸
市
環
境
産
業
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

日
高
市
市
民
生
活
部
環
境
課 

 

ロ 

期
間 

 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
六
日
（
木
）
ま
で
（
た
だ
し
、

日
曜
日
、
土
曜
日
を
除
く
。
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
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十
九
年
六
月
六
日 
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一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
入
間
市
向
陽
台
二
丁
目
一
番
四
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物 

 

質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
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県
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上 

田 
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一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
蕨
市
錦
町
六
丁
目
二
千
二
百
六
十
三
番
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

 
 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
追
完 

 
 



 

：調査対象地

：要措置区域

：要措置区域としての指定を解除する区域

別図

2265番

2263番

起点
【起点】
　起点は、北緯35°49'　東経139°40'　の地点とする。

10m

【格子の回転角度（58.0°）】
　起点を通り東西方向および南北方向に引いた線並びに、これらと
平行して１０ｍ間隔で引いた線より構成される区画線を、起点を支
点に右方向に回転させた角度を示す。

10m

：地番境

58.0°



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｓ
Ｐ
共
同
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
番 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
八
九
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
八
九
台 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
建
物
内
地
下
駐
車
場 

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

タ
イ
ム
ズ
新
所
沢
第
２
駐
車
場 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

タ
イ
ム
ズ
新
所
沢
松
葉
町
第
２
駐
車
場 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
建
物
内
地
下
駐
車
場 

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

タ
イ
ム
ズ
新
所
沢
駅
前 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

タ
イ
ム
ズ
新
所
沢
第
７ 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

十
六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

十
六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 
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埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

 
 

   

埼
玉
県
彩
の
国
ビ

ジ
ュ
ア
ル
プ
ラ
ザ

及
び
同
施
設
の
附

属
設
備 

  

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
三
丁
目
十
二
番
六

十
三
号 

株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ッ
プ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

代
表
取
締
役
社
長 

松
岡
進 

 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

平
成
二
十
九
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
三
十

年
三
月
三
十
一
日
ま

で 

  

委 

託 

期 

間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

                            
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県彩の国ビジュアルプラザの運営業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

   平成 29 年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号  

５ 契約金額 

  520,257,600 円  

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第１号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                            
 



１ 購入等件名及び数量 

  さいたま新産業拠点（ＳＫＩＰシティ）Ａ２街区専有部維持管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成 29 年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号  

５ 契約金額  

  74,520,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第

１項第１号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

                            
 



１ 購入等件名及び数量 

  さいたま新産業拠点（ＳＫＩＰシティ）Ａ２街区共用部維持管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課映像コンテンツ担当 埼玉県さい

たま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成 29 年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社デジタルスキップステーション 埼玉県川口市上青木３丁目12番63号  

５ 契約金額  

  116,640,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第

１項第１号に該当 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

矢
来
用
水
堰
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

大 

塚 

武 

男 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
九
百
三
十
一
番
地 

 

同 
 

 

関 
 

 

政 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
九
百
番
地
二 

 

同 
 

 

飯 

嶋 

尚 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
七
百
十
二
番
地 

 

同 
 

 

小 

峯 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

 
同 

今
泉
二
百
九
十
三
番
地
一 

 

同 
 

 

都 

築 

靖 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
下
野
本
千
三
十
五
番
地 

 

同 
 

 

柴
生
田 

 
 

実 
 

同 
 

同 
 

 

同 
下
押
垂
二
百
五
十
五
番
地
一 

 

同 
 

 

中 

嶋 

正 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
千
六
百
九
十
二
番
地
一 

 

同 
 

 

澤 

畑 
 

 

実 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
押
垂
百
七
十
一
番
地
一 

 

同 
 

 

浅 

見 
 

 

明 
 

同 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
長
楽
二
百
七
十
三
番
地 

 

監
事 

 

川 

嶋 

春 

雄 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
今
泉
百
十
四
番
地
一 

 

同 
 

 

杉 

浦 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
九
百
五
十
二
番
地
四
十
六 

 

同 
 

 

加 

藤 

明 

義 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
七
百
七
十
五
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

春 

山 

武 

光 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
上
押
垂
百
二
十
四
番
地 

 

同 
 

 

杉 

浦 

喜 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
千
三
十
七
番
地
三 

 

同 
 

 

青 

木 
 

 
 

 

同 
 

同 
 

 

同 

下
押
垂
二
百
七
十
九
番
地
一 

 

同 
 

 
 

原 

利 

一 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
七
百
九
十
五
番
地 

 

同 
 

 

加 

藤 

道 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
七
百
七
十
六
番
地
二 

 

同 
 

 

馬 

場 

利 

行 
 

同 
 

同 
 

 

同 

今
泉
六
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

 

飯 

嶋 

德 

造 
 

同 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
千
七
百
三
十
七
番
地 

 

同 
 

 

中 

嶋 
 

雄 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
七
百
三
番
地 

 

同 
 

 

大 

野 

和 

男 
 

同 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
長
楽
二
百
七
十
四
番
地 

 

監
事 

 

丸 

山 

俊 

一 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
下
野
本
九
百
二
十
二
番
地 

 

同 
 

 

川 

嶋 

富 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 

今
泉
百
五
十
二
番
地
一 



 

同 
 

 

杉 

浦 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
九
百
五
十
二
番
地
四
十
六 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
旭
台
一
〇
九
の
二 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
及
び
同
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区

の
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
及
び
当
該
計
画
の
変
更
に
伴
う
定
款
の
変
更

を
平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

矢
来
用
水
堰
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
松
山
市 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
十
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
和
光
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
委
託
し
た
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司  

  

 

 

県
営
住
宅
、 

特
別

県
営
住
宅
及
び
埼

玉
県
特
定
公
共
賃

貸
住
宅
の
行
政
財

産
使
用
料
の
徴
収

事
務 

県
営
住
宅
及
び
こ

れ
に
併
設
さ
れ
て

い
る
店
舗
並
び
に

埼
玉
県
特
別
県
営

住
宅
及
び
埼
玉
県

特
定
公
共
賃
貸
住

宅
の
家
賃
等
の
収

納
事
務 

委
託
事
務 

 

同
右 

 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
十
二
番
十
号 

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社 

理
事
長 

前
田
一
彦 

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

 

同
右 

平
成
二
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

 

委
託
期
間 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立春日部高等学校ほか32校で使用する電気  

予定使用電力量11,499,500キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  239,695,595円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立川越高等学校ほか35校で使用する電気  

予定使用電力量12,906,500キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  257,872,253円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立浦和高等学校ほか34校で使用する電気  

予定使用電力量12,155,100キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  246,141,239円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立熊谷高等学校ほか32校で使用する電気  

予定使用電力量11,489,400キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  238,864,583円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立特別支援学校塙保己一学園ほか33校で使用する電気  

予定使用電力量8,135,400キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 

５ 落札金額 

  183,702,137円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立総合教育センターほか12施設で使用する電気  

予定使用電力量4,447,400キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

  平成29年３月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  出光グリーンパワー株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号 

５ 落札金額 

  84,861,599円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年２月３日 

 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

田 

隆 

弘 

  



 

百
二
十
五
号 

路
線
名 

熊
谷
市
佐
谷
田
字
飯
塚
一
四
二
四
番
二
地
先

か
ら 

同
市
佐
谷
田
字
飯
塚
一
四
二
九
番
地
先
ま
で 

(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。) 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
付
け
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示

第
六
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
四
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 備 

 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

岡 

本 

信 

明 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七

年
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
中
「
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

第
一
九
条
を
削
る
。 

第
十
八
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第

八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五

条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
中
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二

条
と
す
る
。 

第
十
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と

す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
に
、
「
第

四
条
第
十
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
、
「
第
百
三
十
四
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条

第
一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十

六
条
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
第
十
四
条
各
号
」
を
「
第
十
五
条
各
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
七
条
中
「
第
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
条
第
六
項

第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同



条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
要
配
慮
個
人
情
報
） 

第
二
条 
条
例
第
二
条
第
四
項
の
規
則
等
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か

を
内
容
と
す
る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。 

イ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体

上
の
障
害 

ロ 

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障
害 

ハ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
に
い
う
精
神
障
害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を
含
み
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ニ 

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の 

二 

本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医

師
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ

の
他
の
検
査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果 

三 

健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し

て
、
本
人
に
対
し
て
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く

は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

四 

本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ

の
他
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

五 

本
人
を
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少

年
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の

少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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